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第６章  歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項  

１  歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する基本的な考え方  

 本計画における歴史的風致維持向上施設とは、日南市の歴史的風致の維持及び向上に寄

与する公共施設等であり、日南市固有の文化財を維持、継承していくことに寄与する施設・

活動の場等とする。歴史的風致維持向上施設においては、市の上位・関連計画と連携を図

りながら、歴史的風致の維持及び向上のための整備を行う。  

 また、整備を行った歴史的風致維持向上施設については、その施設が持つ価値を向上させ

るために、積極的に公開・活用を行う。また、これらの施設の活用を促すために情報発信等、

必要な措置をとる。  

 さらに、歴史的風致維持向上施設の管理にあたっては、関係部局との連携を図り、適切な

維持管理を行う。また、民間等の施設所有者に対しては、適切な助言、指導等を行う。  

 

（１ ）歴史的風致の拠点となる施設の修理や整備に関する事業  

◍守永家（旧飯田医院）保存整備活用事業（事業期間：平成 27 年～ 28 年度）  

◍五百禩神社環境保存整備事業（事業期間：平成 33 年～ 34 年度）  

◍日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区保存事業（事業期間：昭和 52 年度～）  

 

（２ ）歴史的まちなみや拠点をつなぐ環境の整備に関する事業  

◍飫肥地区電線地中化整備事業（事業期間：平成 24 年～ 27 年度）  

◍飫肥地区景観計画 (仮称 )に基づく民家修景事業（事業期間：平成 27 年～ 34 年度）  

 ◍伝統的建造物群保存地区見直し調査事業（事業期間：平成 28 年～ 29 年度）  

◍案内板・説明板整備事業（事業期間：平成 27 年～ 30 年度）  
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事業総括図  
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守永家（旧飯田医院）位置図  

２  具体的な事業  

（１）歴史的風致の拠点となる施設の修理や整備に関する事業  

事業番号  事業 1  

事業名称  守永家（旧飯田医院）保存整備活用事業  

整備主体  日南市  

支援事業名称  市単独事業※社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）の活用を

検討  

事業期間  平成 27 年度～平成 28 年度  

事業位置   

 

事業概要  歴史的な建造物である旧飯田医院と主屋について、公開活用を図るため、

屋根、外壁、内装等の全面修理を行い、観光案内や休憩、地場産品の販

売、軽食の提供等を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

         守永家（旧飯田医院）  

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

旧飯田医院は、飫肥の町に大正期に建てられた洋館の一つであり、明治期

以降の城下町の変遷を知る上で貴重な建造物である。さらに、土地の人々

に親しまれてきた建物をまちづくりの拠点にすることを前提に整備し、飫肥石

で作られた石塀と石柱を整備することで、建物とのさらなる調和がとれ歴史的

風致の維持向上に寄与する。  

  

守永家（旧飯田医院） 
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五百禩神社位置図  

事業番号  事業 2  

事業名称  五百禩神社環境保存整備事業  

整備主体  宗教法人五百禩神社  

支援事業名称  市単独事業※社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）の活用を

検討  

事業期間  平成 33 年度～平成 34 年度  

事業位置   

 

事業概要  登録有形文化財であり、歴史的風致形成建造物の候補である五百禩神社

の本殿及び神楽殿、拝殿については、近年、市民や有志の寄附による改修

が行われた。そこで、五百禩神社内の庭園についても一体的な改修整備を

行い、伊東家墓所や西南戦争戦没者墓地等とともに、文化財としてさらなる

観光資源として活用する。  

 

五百禩神社             本殿  

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

登録有形文化財である五百禩神社は、飫肥藩伊東家の菩提寺であった報

恩寺跡に建つ神社であり、飫肥城下町の歴史を知る上で重要な建造物であ

る。また、江戸期には報恩寺庭園で泰平踊が踊られるなど飫肥の人々との

繋がりも深い神社である。よって、本神社及びその周辺環境の整備を行うこ

とで、飫肥城下町の歴史的風致の維持向上に寄与する。  

 

  

五百禩神社  
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日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区位置図  

事業番号  事業 3  

事業名称  日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区保存事業  

整備主体  日南市  

支援事業名称  国宝重要文化財等保存整備費補助金  

事業期間  昭和 52 年度～  

事業位置  日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区内  

 

事業概要  日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区内において、伝統的建造物の修

理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。  

 

伝建地区（横馬場）       伝建地区（小鹿倉家）  

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区内は、昭和 52 年度の地区選定

当時から町並み保存に取り組んでおり、飫肥城下町の中でも飫肥の歴史的

風致を色濃く残す地区である。よって、本事業によるさらなる歴史的風致の

維持向上に寄与する。  

 

日南市飫肥重要伝統

的建造物群保存地区  
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市道大手横馬場通線・後町線位置図  

（２ ）歴史的まちなみや拠点をつなぐ環境の整備に関する事業  

事業番号  事業 4  

事業名称  飫肥地区電線地中化整備事業  

整備主体  日南市  

支援事業名称  社会資本整備総合交付金（防災安全交付金事業（道路事業））  

事業期間  平成 24 年度～平成 27 年度  

事業位置  飫肥地区（市道大手横馬場通線・後町線）  

 

事業概要  飫肥重要伝統的建造物群保存地区内の市道後町線及び市道大手横馬場

通線の県道元仮倉日南線から国道 222 号間について、伝統的な町並みにあ

った道路修景を図るため、無電柱化を実施する。  

 

後町通             大手門前通  

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

電柱等が飫肥地区の町並み景観を阻害している要因の一つである。そのた

め、順次実施している重要伝統的建造物群保存地区内の建造物の修理・

修景事業と道路景観の修景を合わせて実施することで、伝統的な町並みの

再生による歴史的風致の維持向上に寄与する。  

 

  

市道  大手横馬場通線  

市道  後町線  
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事業番号  事業 5  

事業名称  飫肥地区景観計画 (仮称 )に基づく民家修景事業  

整備主体  日南市  

支援事業名称  市単独事業※社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）の活用を

検討  

事業期間  平成 27 年度～平成 34 年度  

事業位置  日南市歴史的風致維持向上地区  

 

 

 

 

 

 

「重点区域全域」  

 

 

 

 

 

 

 

事業概要  平成 25 年度策定予定の飫肥地区景観計画 (仮称 )の区域内において、景

観計画の景観形成基準に沿った修景を行う者に対して、修景費用の補助を

行う。  

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

飫肥地区は、重要伝統的建造物群保存地区を有することから、昭和 50 年

代から地区内での建造物等の修景事業が行われてきた。しかし、地区外の

物件に関しては、全額個人負担での修景となるため、飫肥城下町の歴史的

風致に沿った修景は行われにくかった。本事業を行うことにより、地区外の建

造物についても、飫肥の町並みにあった修景が推進されることとなり、歴史的

風致の維持向上に寄与する。  
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伝統的建造物群保存地区見直し調査事業位置図  

事業番号  事業 6  

事業名称  伝統的建造物群保存地区見直し調査事業  

整備主体  日南市  

支援事業名称  市単独事業※国宝重要文化財等保存整備費補助金の活用を検討  

事業期間  平成 28 年度～平成 29 年度  

事業位置  飫肥三丁目地内（日南市歴史的風致維持向上地区）  

 

事業概要  日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区は、昭和 52 年 (1977)の選定以

来 34 年以上を経て、近年は地区居住者の高齢化や古くから居住している

人々と、選定後に新たに移り住んだ人々の伝統的建造物群保存地区に対す

る意識の差などの問題が生まれている。また、飫肥城下のうち、地区外の地

域でも良好な歴史的風致を保つ地区があるが、居住者の高齢化等でそれら

の維持も難しくなってきている。  

これら地区の課題を正確に把握し、今後の町並み保存に努めていくために、

伝統的建造物群保存地区の見直し調査を実施する。  

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

飫肥城下町は、飫肥城を含む伝統的建造物群保存地区を中心にしてその

歴史的風致を保ってきた。この伝統的建造物群保存地区の見直し調査を行

うことは、飫肥地区の課題を把握することにも繋がる。また、本事業を行うこ

とにより、地区住民にも伝統的建造物群保存地区に対する新たな認識が生ま

れると考えられることから、歴史的風致の維持向上に寄与する。  

 

 

伝統的建造物群保存

地区見直し箇所  



 

129 

 

事業番号  事業 7  

事業名称  案内板・説明板整備  

整備主体  日南市  

支援事業名称  市単独事業※社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）の活用を

検討  

事業期間  平成 27 年度～平成 30 年度  

事業位置  日南市歴史的風致維持向上地区  

 

 

 

 

 

 

「重点区域全域」  

 

 

 

 

 

 

 

事業概要  飫肥地区は、日南市内でも維持向上すべき歴史的風致が集中して残ってい

る地域であり、多くの観光客や市民が行き交う。この歴史的風致をより多く

の観光客や市民に周知し、飫肥地区への集客、飫肥地区内でのより分かり

やすい誘導のために、重点区域全域に案内板や説明板を設置する。  

  案内板               説明板  

事業が歴史的風

致の維持向上に寄

与する理由  

飫肥地区は、市内でも歴史的風致の集中する地域である。歴史的風致や代

表建造物等の案内、またそれらをつなぐ街路等で誘導案内板を設置すること

でより飫肥地区の魅力を伝えることができる。説明板によって、より多くの人

に歴史的価値について伝えることで、市民活動も活発になることや、観光客

の増加も期待できる。このことにより、本事業が歴史的風致の維持向上に寄

与する。  

 

  


